
（
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条

﹇
略
﹈

第
十
九
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
、

第
二
項
第
三
号
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
第
四
項
並
び
に
第
六
項
、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第

三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
三
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三

十
一
条
第
二
項
（
信
託
、
持
分
の
記
載
等
、
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張
の
証
明
書
の
提
出
、
発
明
の

新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続
等
、
特
許
出
願
の
番
号
の
通
知
、
特

許
出
願
の
放
棄
、
特
許
出
願
の
取
下
げ
、
協
議
が
成
立
し
た
旨
の
特
許
公
報
へ
の
掲
載
、
特
許
出
願
の
分
割
を

す
る
場
合
の
補
正
及
び
提
出
書
面
の
省
略
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
六
十

七
条
第
四
項
」
と
、「
た
だ
し
、
当
該
証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
あ
る
の
は
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
特
許

庁
に
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
、
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
六
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
同
法
第
四
十
三
条
第

七
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項

及
び
第
六
項
、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
三
ま
で
、

第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三
十
一
条
第
二
項
（
信
託
、
持
分
の
記
載
等
、
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権

等
の
主
張
の
証
明
書
の
提
出
、
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手

続
等
、
特
許
出
願
の
番
号
の
通
知
、
特
許
出
願
の
放
棄
、
特
許
出
願
の
取
下
げ
、
協
議
が
成
立
し
た
旨
の
特
許

公
報
へ
の
掲
載
、
特
許
出
願
の
分
割
を
す
る
場
合
の
補
正
及
び
提
出
書
面
の
省
略
）
の
規
定
は
、
意
匠
登
録
出

願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
特
許
法
第
百
九
十
五
条

第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
六
十
七
条
第
四
項
」
と
、「
た
だ
し
、
当
該
証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、

特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
あ
る

の
は
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
特
許
庁
に
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
に
変
更
が
な
い

と
き
は
、
当
該
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
、
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
六
項
第

二
号
た
だ
し
書
中
「
同
法
第
四
十
三
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
法
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
〜
９

﹇
略
﹈

４
〜
９

﹇
略
﹈

様
式
第
２
（
第
２
条
関
係
）

様
式
第
２
（
第
２
条
関
係
）

［
略
］

［
略
］

〔
備
考
〕

〔
備
考
〕

１
～
31
［
略
］

１
～
31
［
略
］

32
第
19条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
27条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
パ
リ
条

約
に
よ
る
優
先
権
又
は
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
旨
等
を
願
書
に
記
載
し
て

そ
の
旨
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
と
き
は
、「【
代
理
人
】」（
備
考
29に
該
当
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、「【
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間
】」）

の
欄
の
次
に「【

パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主

張
】」の
欄
を
設
け
、
そ
の
欄
に「【
国
・
地
域
名
】」及
び「【
出
願
日
】」を
設
け
て
、
国
・
地
域
名
及
び
出
願

日
を
記
載
す
る
。
こ
れ
ら
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
の
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、「【
出

願
日
】」の
次
に「【
出
願
番
号
】」の
欄
を
設
け
て
、
そ
の
番
号
を
記
載
す
る
。
ま
た
、
第
19条
第
３
項
に
お























い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
27条
の
４
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
許
法
施
行
規
則
第
27条
の
３










































の
３
第
３
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
事
項
を
願
書
に
記
載
し
て
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の










































提
出
を
省
略
す
る
と
き
は
、「【
出
願
番
号
】」の

次
に「【

出
願
の
区
分
】」及

び「【
ア
ク
セ
ス
コ
ー
ド
】」を

設









































け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
し
た
出
願
の
区
分（「

意
匠
登
録
」、「
実
用
新
案
登
録
」
等










































の
別
）
及
び
意
匠
法
第
15条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
43条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記










































32
第
19条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
27条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
パ
リ
条

約
に
よ
る
優
先
権
又
は
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
旨
等
を
願
書
に
記
載
し
て

そ
の
旨
等
を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
を
省
略
す
る
と
き
は
、「【
代
理
人
】」（
備
考
29に
該
当
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、「【
秘
密
に
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
期
間
】」）

の
欄
の
次
に「【

パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主

張
】」の
欄
を
設
け
、
そ
の
欄
に「【
国
・
地
域
名
】」及
び「【
出
願
日
】」を
設
け
て
、
国
・
地
域
名
及
び
出
願

日
を
記
載
す
る
。
こ
れ
ら
の
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
た
出
願
の
番
号
を
記
載
す
る
と
き
は
、「【
出

願
日
】」の
次
に「【
出
願
番
号
】」の
欄
を
設
け
て
、
そ
の
番
号
を
記
載
す
る
。
ま
た













、
２
以
上
の
優
先
権
を

主
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
よ
う
に
欄
を
繰
り
返
し
設
け
て
記
載
す
る
。

令和元年月日 水曜日 (号外第号)官 報
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